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５．土木請負工事の共通仮設費算定基準

最終改正 国 官 技 第 276号

平成 26 年 ３ 月 14 日

各 地 方 整 備 局 長

北 海 道 開 発 局 長 あて

国土技術政策総合研究所長

国土交通省大臣官房技術審議官

土木請負工事の共通仮設費算定基準の一部改定について

標記について，昭和55年２月22日付け建設省官技発第89号の一部を別紙の通り改定し，平成26年４月１日より実施

することとしたので通知する。
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別 紙

共通仮設費算定基準

1. 総 則

この算定基準は，間接工事費のうち共通仮設費の算定に係る必要な事項を定めたものである。

共通仮設費の構成は，下記のとおりとする。

運 搬 費

準 備 費

事業損失防止施設費

共通仮設費 安 全 費

役 務 費

技術管理費

営 繕 費

2. 一般事項

(1) 工種区分

共通仮設費は，「積算基準」の別表第１に掲げる区分ごとに算定するものとする。

イ 工種区分は，工事名にとらわれることなく，工種内容によって適切に選定するものとする。

ロ ２種以上の工種内容からなる工事については，その主たる工種区分を適用するものとする。なお，主たる工

種区分とは下記(2)のイに定める対象額の大なる工種区分をいう。

(2) 算定方法

共通仮設費の算定は，別表第１の工種区分にしたがって所定の率計算による額と積上げ計算による額とを加算

しておこなうものとする。

イ 率計算による部分

下記に定める対象額ごとに求めた率に，当該対象額を乗じて得た額の範囲内とする。

対象額 (Ｐ)＝直接工事費＋(支給品費＋無償貸付機械等評価額)＋事業損失防止施設費

(イ) 下記に掲げる費用は対象額に含めない。

(あ) 簡易組立式橋梁，ＰＣ桁，門扉，ポンプ，グレーチング床版，大型遊具（設計製作品），光ケーブルの

購入費

(い) 上記(あ)を支給する場合の支給品費

(う) 鋼桁，門扉等の工場製作に係る費用のうちの工場原価

(え) 大型標識柱（オーバーヘッド柱，オーバーハング柱）の製作費を含む材料費

(ロ) 支給品費及び無償貸付機械等評価額は「直接工事費＋事業損失防止施設費」に含まれるものに限るものと

する。

ただし，別途製作工事等で製作し，架設及び据付工事等を分離して発注する場合は，当該製作費は対象額

に含めない。

(ハ) 無償貸付機械等評価額の算定は次式によりおこなうものとする。

無償貸付機械等評価額＝無償貸付機械と同機種，同型式の機械等損料額－当該建設機械等の設計書に計

上された経費（無償貸付機械等損料額）

ロ 共通仮設費率の補正

施工地域，工事場所を考慮した共通仮設費率の補正は別表第１の共通仮設費率に下表の補正値を加算するも

のとする。
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なお，コンクリートダム・フィルダム及び電線共同溝工事には適用しない。

施工地域・工事場所区分 補正値（％）

市 街 地 2.0

山 間 僻 地 及 び 離 島 1.0

施工場所が一般交通等の影響
1.5

地 方 部
を受ける場合。

施工場所が一般交通等の影響
―

を受けない場合。

注１）施工地域の区分は以下のとおりとする。

市 街 地： 施工地域が人口集中地域（ＤＩＤ地区），及びこれに準ずる地区をいう。

山間僻地： 施工地域が人事院規則における特地勤務手当を支給するために指定した地区，及びこれに
及び離島

準ずる地区をいう。

地 方 部： 施工地域が上記以外の地区をいう。

注２）施工場所の区分は以下のとおりとする。

一般交通等の影響を受ける場合：①施工場所において，一般交通の影響を受ける場合

②施工場所において，地下埋設物件の影響を受ける場合

③施工場所において，50ｍ以内に人家等が連なっている場合

ハ 積上げ計算による部分

現場条件等を適確に把握することにより必要額を適正に積上げるものとする。

(3) 条件明示

安全対策上，重要な仮設物等については設計図書に条件明示し，極力指定仮設とするものとする。

(4) 適用除外

この算定基準によることが困難又は不適当であると認められるものについては適用除外とすることができる。

3. 運搬費の積算

(1) 運搬費として積算する内容は次のとおりとする。

イ 建設機械器具の運搬等に要する費用

(イ) 質量20ｔ以上の建設機械の貨物自動車等による運搬

(ロ) 仮設材等（鋼矢板，Ｈ形鋼，覆工板等）の運搬

(ハ) 質量20ｔ未満の建設機械及び器材等（型枠材，支保材，足場材，敷鉄板，橋梁ベント，橋梁架設用タワ

ー，橋梁用架設桁設備，排砂管，トレミー管，トンネル用スライディングセントル等）の搬入，搬出並び

に現場内小運搬

(ニ) 建設機械の自走による運搬

(ホ) 建設機械等の日々回送（分解・組立，輸送）に要する費用

(ヘ) 建設機械の現場内小運搬

(ト) 重建設機械の分解・組立及び輸送に関する費用

ロ 上記イに掲げるもののほか，工事施工上必要な建設機械器具の運搬等に要する費用

(2) 積算方法

運搬費として積算する内容で共通仮設費率に含まれる部分は，前記(1)のイの(ハ)，(ニ)，(ホ)，(ヘ)とし，

積上げ計上する項目は，次の各項に要する費用とする。

イ 質量20ｔ以上の建設機械の貨物自動車による運搬

質量20ｔ以上の建設機械器具の搬入，又は搬出の積算は運搬車両１台ごとに次式によりおこなうものとする。

Ｕk＝[Ａ･(１＋Ｃ1＋Ｃ2＋Ｃ3＋Ｃ4)＋Ｂ]･Ｄ＋Ｍ＋Ｋ

ただし， Ｕk ：貨物自動車による運搬費

Ａ ：基本運賃料金

各運輸局の認可した「一般区域貨物運送事業の貸切り運賃」によるものとする。

なお，車扱運賃料金の適用は原則として「距離制運賃料金」によるものとし，運搬距離は運

搬基地より現場までの距離とする。

また，基本運賃料金の10％の範囲での増減運用は一般の場合は適用しない。
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Ｂ ：諸料金

(イ) 地区割増料……………適用する。

(ロ) 車両割増料……………適用しない。

Ｃ1～4：運賃割増率

Ｃ1：特大品割増（表－１）

Ｃ2：悪路割増……………適用する。

Ｃ3：冬期割増……………適用する。

Ｃ4：深夜早朝割増……………適用する。

その他の割増率は適用しない。

Ｄ ：運搬車両の台数

１を代入する。

Ｍ ：その他の諸料金

Ｋ ：運搬される建設機械の運搬中の賃料及び損料

運搬される建設機械（被運搬建設機械）の運搬中の賃料及び損料を計上する。

(イ) 組立て，解体に要する費用

重建設機械の組立て，解体に要する費用は別途加算する。

(ロ) その他，下記事項の料金を必要により計上する。

ａ 荷役機械使用料

ｂ 自動車航送船使用料

ｃ 有料道路利用料

ｄ その他

（表－１）

割増項目 適 用 範 囲 割増率

特大品割増 建設機械類 使用車両積載標記ｔ数
15ｔ未満 ６割増

15ｔ以上 ７割増

（注） 誘導車及び誘導員に係る費用は割増率に含まれている。

ロ 仮設材等の運搬

仮設材等（鋼矢板，Ｈ形鋼，覆工板等）の運搬は前記(2)のイの「質量20ｔ以上の建設機械の貨物自動車に

よる運搬」に準ずるものとする。

ハ 重建設機械の分解組立及び輸送時にかかる本体賃料及び損料

(3) 建設機械等の運搬基地

運搬基地は，建設機械等の所在場所等を勘案して決定するものとする。

4. 準備費の積算

(1) 準備費として積算する内容は次のとおりとする。

イ 準備及び跡片付けに要する費用

(イ) 着手時の準備費用

(ロ) 施工期間中における準備，跡片付け費用

(ハ) 完成時の跡片付け費用

ロ 調査・測量，丁張等に要する費用

(イ) 工事着手前の基準測量等の費用

(ロ) 縦，横断面図の照査等の費用

(ハ) 用地幅杭等の仮移設等の費用

(ニ) 丁張の設置等の費用

ハ 伐開，除根，除草，整地，段切り，すりつけ等に要する費用

ニ イからハに掲げるもののほか，伐開，除根等に伴い発生する建設廃棄物等の工事現場外への搬出及び処理に

要する費用等の工事施工上必要な準備等に要する費用

(2) 積算方法

準備費として積算する内容で共通仮設費率に含まれる部分は，前記(1)のイ，ロ，ハとし，積上げ計上する項

目は前記(1)のニに要する費用とする。
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5. 事業損失防止施設費の積算

(1) 事業損失防止施設費として積算する内容は次のとおりとする。

イ 工事施工に伴って発生する騒音，振動，地盤沈下，地下水の断絶等に起因する事業損失を未然に防止するた

めの仮施設の設置費，撤去費，及び当該仮施設の維持管理等に要する費用

ロ 事業損失を未然に防止するために必要な調査等に要する費用

(2) 積算方法

事業損失防止施設費の積算は，現場条件を適確に把握することにより必要額を適正に積上げるものとする。

6. 安全費の積算

(1) 安全費として積算する内容は次のとおりとする。

イ 交通管理等に要する費用

ロ 安全施設等に要する費用

ハ 安全管理等に要する費用

ニ イからハに掲げるもののほか，工事施工上必要な安全対策等に要する費用

(2) 積算方法

安全費として積算する内容で共通仮設費率に含まれる部分は，前記(1)のイ，ロ，ハのうち下記項目とする。

① 工事地域内全般の安全管理上の監視，あるいは連絡等に要する費用

② 不稼働日の保安要員等の費用

③ 標示板，標識，保安燈，防護柵，バリケード照明等の安全施設類の設置，撤去，補修に要する費用及び

使用期間中の損料

④ 夜間作業を行う場合における照明に要する費用

⑤ 河川，海岸工事における救命艇に要する費用

⑥ 酸素欠乏症の予防に要する費用

⑦ 粉塵作業の予防に要する費用

⑧ 長大トンネル等における防火安全対策に要する費用

⑨ 安全用品等の費用

⑩ 安全委員会等に要する費用

上記以外で積上げ計上する項目は，次の各項に要する費用とする。

イ 交通誘導員及び機械の誘導員等の交通管理に要する費用

ロ 鉄道，空港関係施設等に近接した工事現場における出入口等に配置する安全管理要員等に要する費用

ハ バリケード，転落防止柵，照明，工事標識等の美装化等に要する費用

ニ 高圧作業の予防に要する費用

ホ その他，現場条件等により積上げを要する費用

前記ハの積算方法は別途定める。

7. 役務費の積算

(1) 役務費として積算する内容は次のとおりとする。

イ 土地の借上げ等に要する費用

ロ 電力，用水等の基本料

(2) 積算方法

役務費の積算は，現場条件を適確に把握することにより必要額を適正に積上げるものとする。

8. 技術管理費の積算

(1) 技術管理費として積算する内容は次のとおりとする。

イ 品質管理のための試験等に要する費用

ロ 出来形管理のための測量等に要する費用

ハ 工程管理のための資料の作成等に要する費用

ニ イからハに掲げるもののほか，技術管理上必要な資料の作成に要する費用

(2) 積算方法

技術管理費として積算する内容で共通仮設費率に含まれる部分は，前記(1)のイ，ロ，ハのうち下記の項目と

する。

① 品質管理基準に含まれる試験に要する費用

② 出来形管理のための測量，図面作成，写真管理に要する費用



―<32>―

③ 工程管理のための資料の作成等に要する費用

④ 完成図及びマイクロフィルムの作成及び電子納品（道路工事完成図等作成要領に基づく電子納品を除

く）に要する費用

⑤ 建設材料の品質記録保存に要する費用

⑥ コンクリート中の塩化物総量規制に伴う試験に要する費用

⑦ コンクリートの単位水量測定，ひび割れ調査，テストハンマーによる強度推定調査に要する費用

⑧ ＰＣ上部工，アンカー工等の緊張管理，グラウト配合試験等に要する費用

⑨ トンネル工（ＮＡＴＭ）の計測Ａに要する費用

⑩ 塗装膜厚施工管理に要する費用

⑪ 溶接試験における放射線透過試験に要する費用

⑫ 施工管理で使用するＯＡ機器の費用

⑬ 品質証明に係る費用（品質証明費）

上記以外で積上げする項目は，次の各項目に要する費用とする。

イ 特別な品質管理等に要する費用

・土質等試験：品質管理基準に記載されている項目以外の試験

・地 質 調 査：平板載荷試験，ボーリング，サウンディング，その他原位置試験

ロ 現場条件等により積上げを要する費用

・軟弱地盤等における計器の設置・撤去及び測定・取りまとめに要する費用

・試験盛土等の工事に要する費用

・下水道工事において目視による出来形の確認が困難な場合に用いる特別な機器に要する費用

ハ その他前記イ，ロに含まれない項目で，特に技術的判断に必要な資料の作成に要する費用

9. 営繕費の積算

(1) 営繕費として積算する内容は次のとおりとする。

イ 現場事務所，試験室等の営繕（設置・撤去，維持・補修）に要する費用

ロ 労働者宿舎の営繕（設置・撤去，維持・補修）に要する費用

ハ 倉庫及び材料保管場の営繕（設置・撤去，維持・補修）に要する費用

ニ 労働者の輸送に要する費用

ホ 上記イ，ロ，ハに係る土地・建物の借上げに要する費用

ヘ 監督員詰所及び火薬庫の営繕（設置・撤去，維持・補修）に要する費用

ト イからヘに掲げるもののほか工事施工上必要な営繕等に要する費用

(2) 積算方法

営繕費として積算する内容で共通仮設費率に含まれる部分は，前記(1)のイ，ロ，ハ，ニ，ホ及びヘのうち以

下の項目とする。

・コンクリートダム・フィルダム工事では，監督員詰所及び火薬庫等の設置・撤去，維持・補修に要する費用

を含む。

上記以外で積上げする項目は，次の各項に要する費用とする。

イ 監督員詰所及び火薬庫等の営繕（設置・撤去，維持・修繕）に要する費用

監督職員詰所及び火薬庫等の設置は，工事期間，工事場所，施工時期，工事規模，監督体制等を考慮して土

地の借上げ費用等を含めた必要な経費を積上げるものとする。

ロ 現場事務所，監督員詰所等の美装化，シャワーの設置，トイレの水洗化等に要する費用

ハ その他，現場条件等により積上げを要する費用

上記ロの積算方法は別途定める。
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別表第１

共通仮設費率

第１表

対象額
600万円以下 600万円を超え10億円以下

10億円を超える

もの

適用区分 (2)の算定式より算出された率と

下記の率とする
する。ただし，変数値は下記に

下記の率とする
よる。

工 種 区 分
Ａ ｂ

河 川 工 事 12.53 238.6 －0.1888 4.77

河川・道路構造物工事 26.94 6,907.7 －0.3554 4.37

海 岸 工 事 13.08 407.9 －0.2204 4.24

道 路 改 良 工 事 12.78 57.0 －0.0958 7.83

鋼 橋 架 設 工 事 26.10 633.0 －0.2043 9.18

Ｐ ・ Ｃ 橋 工 事 27.04 1,636.8 －0.2629 7.05

舗 装 工 事 17.09 435.1 －0.2074 5.92

砂防・地すべり等工事 15.19 624.5 －0.2381 4.49

公 園 工 事 10.80 48.0 －0.0956 6.62

電 線 共 同 溝 工 事 9.96 40.0 －0.0891 6.31

情報ボックス工事 18.93 494.9 －0.2091 6.50

第２表

対象額
200万円以下 200万円を超え１億円以下

１億円を超える

もの

適用区分 (2)の算定式より算出された率と

下記の率とする
する。ただし，変数値は下記に

下記の率とする
よる。

工 種 区 分
Ａ ｂ

道 路 維 持 工 事 28.49 34,596.3 －0.4895 4.20

河 川 維 持 工 事 9.05 26.8 －0.0748 6.76

第３表

対象額
1,000万円以下 1,000万円を超え20億円以下

20億円を超える

もの

適用区分
(2)の算定式より算出された率と

下記の率とする
する。ただし，変数値は下記に

下記の率とする
よる。

工 種 区 分
Ａ ｂ

共 同 溝 等 工 事
(1) 8.86 68.3 －0.1267 4.53

(2) 13.79 92.5 －0.1181 7.37

ト ン ネ ル 工 事 28.71 4,164.9 －0.3088 5.59

(1) 12.85 422.4 －0.2167 4.08

下 水 道 工 事 (2) 13.32 485.4 －0.2231 4.08

(3) 7.64 13.5 －0.0353 6.34
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第４表

対象額
３億円以下 ３億円を超え50億円以下

50億円を超える

もの

適用区分
(2)の算定式より算出された率と

下記の率とする
する。ただし，変数値は下記に

下記の率とする
よる。

工 種 区 分
Ａ ｂ

コ ン ク リ ー ト ダ ム 12.29 105.2 －0.1100 9.02

フ ィ ル ダ ム 7.57 43.7 －0.0898 5.88

(2) 算定式

Ｋr＝Ａ・Ｐb

ただし Ｋr ：共通仮設費率（％）

Ｐ ：対象額（円）

Ａ・ｂ：変数値

（注） Ｋrの値は，小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。
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最終改正 国 官 技 第 276号の２

平成 26 年 ３ 月 14 日

内閣府

沖縄総合事務局長 あて

国土交通省大臣官房技術審議官

土木請負工事の共通仮設費算定基準の一部改定について

標記について，昭和55年２月22日付け建設省官技発第89号の一部を別紙の通り改定し，平成26年４月１日より実施

することとしたので，貴局におかれてもこれに準拠されたい。

最終改正 国 官 技 第 276号の３

平成 26 年 ３ 月 14 日

各都道府県土木（土木建築）部長
あて

各政令指定都市建設（土木・道路）部局長

国土交通省大臣官房技術審議官

土木請負工事の共通仮設費算定基準の一部改定について

標記について，昭和55年２月22日付け建設省官技発第89号の一部を別紙の通り改定したので参考までに送付する。

なお，貴管内の市町村へ周知方お願いする。

最終改正 国 官 技 第 276号の４

平成 26 年 ３ 月 14 日

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 技 術 環 境 部 長

中 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 環 境 技 術 部 長

西日本高速道路株式会社建設事業本部建設事業部長

首 都 高 速 道 路 株 式 会 社 技 術 部 長

阪 神 高 速 道 路 株 式 会 社 技 術 部 長 あて

本州四国連絡高速道路株式会社安全技術部長

独 立 行 政 法 人 水 資 源 機 構 技 術 管 理 室 長

日 本 下 水 道 事 業 団 技 術 戦 略 部 長

独立行政法人都市再生機構技術調査室長

国土交通省大臣官房技術審議官

土木請負工事の共通仮設費算定基準の一部改定について

標記について，昭和55年２月22日付け建設省官技発第89号の一部を別紙の通り改定したので参考までに送付する。


